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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電磁加熱装置を備えた調理器のトッププレートとして用いられる調理器用トッププレー
トであって、透明結晶化ガラス板の電磁加熱装置と対向する面に装飾層が形成され、該装
飾層が、有機基とＳｉとのモル比（有機基／Ｓｉ）が０．１～１．５であるシリコーン樹
脂１００質量部に対して、１０～１００質量部の無機顔料が混合されてなることを特徴と
する調理器用トッププレート。
【請求項２】
　装飾層を形成するシリコーン樹脂が、三官能性シリコーンを主成分とすることを特徴と
する請求項１に記載の調理器用トッププレート。
【請求項３】
　装飾層を形成するシリコーン樹脂が、有機基としてメチル基とフェニル基を有し、メチ
ル基とフェニル基とのモル比（メチル基／フェニル基）が０．２～５．０であることを特
徴とする請求項１または２に記載の調理器用トッププレート。
【請求項４】
　装飾層の膜厚が０．１～１０μｍであることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記
載の調理器用トッププレート。
【請求項５】
　無機顔料が粒状であり、平均粒径が０．１～５０μｍであることを特徴とする請求項１
～４のいずれかに記載の調理器用トッププレート。
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【請求項６】
　無機顔料が鱗片状であり、平均直径が５～１００μｍ、平均厚さが０．１～５μｍであ
ることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の調理器用トッププレート。
【請求項７】
　装飾層の表面粗さがＲａで１．０μｍ以下であることを特徴とする請求項１～６のいず
れかに記載の調理器用トッププレート。
【請求項８】
　透明結晶化ガラス板が、３０～７５０℃における平均線熱膨張係数が－１０～＋３０×
１０－７／℃であることを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の調理器用トッププ
レート。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電磁加熱装置を備えた調理器のトッププレートに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　家庭用や業務用の調理器には、ガス調理器としてガスコンロ、赤外線加熱調理器として
ラジエントヒーターやハロゲンヒーター、または電磁加熱（ＩＨ）調理器等が従来から使
用されている。
【０００３】
　これらの調理器に用いられるトッププレートには、加熱装置や内部配線等に調理者が接
触したり、水、調味料、食品等がかかったりしないように、加熱装置や内部配線等の調理
器の内部構造を隠蔽する役割を有しており、安全性、耐腐食性が高く、熱衝撃に強い材質
が使用され、特に、電磁加熱調理器のトッププレートには、電磁波によって誘導加熱され
にくい材質として、熱膨張係数の小さい結晶化ガラスが使用されている。
【０００４】
　調理器のトッププレートに結晶化ガラス板を用いる場合、内部構造を隠蔽するために主
に２つの方法が用いられている。
【０００５】
　第１の方法は、結晶化ガラス板自体を着色剤によって濃色に着色し、不透明または半透
明にする方法である（例えば、特許文献１参照。）。
【０００６】
　しかし、着色剤はガラスに溶け込むことができなければならず、使用できる着色剤の種
類が限られたり、添加できる着色剤の量が制限されたりするため、限られた色にしか着色
することができなかった。
【０００７】
　また、電磁加熱装置のトッププレートに濃色の結晶化ガラス板を使用した場合、その結
晶化ガラス板を通して印加される電力量等を表示するインジケーターの光を確認しにくい
という問題を有していた。
【０００８】
　そのため、インジケーターの光を調理面に表示させるためにはトッププレートの所定箇
所に孔を設ける必要があり、加工時に結晶化ガラス板に割れや欠けが発生しやすいという
問題を有していた。
【０００９】
　第２の方法は、透明結晶化ガラス板の裏面（加熱装置と対向する面）に装飾層を形成し
、この装飾層によって内部構造を隠蔽する方法である。（例えば、特許文献２～４参照。
）。これらの方法を用いて、インジケーター部を除いて装飾層を形成すると、透明結晶化
ガラス板の表面側からでもインジケーターの光を充分に確認できるようになる。装飾層に
は、耐熱性、耐クラック性、耐剥離性および装飾性が求められる。
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【００１０】
　特許文献２に記載のトッププレートは、透明結晶化ガラス板にラスター彩からなる装飾
層を形成したものであるが、ラスター彩は貴金属を多量に含むため非常に高価である。
【００１１】
　特許文献３に記載のトッププレートは、装飾層が多孔質ガラスからなるため耐熱性、耐
クラック性、耐剥離性に優れるとともに装飾層に含まれる顔料の種類を選択することによ
って、所望の色のトッププレートを得ることができる。しかし、装飾層が多孔質からなる
ため、装飾層の表面に接着剤を用いて温度センサーを取り付けた場合、接着剤が装飾層の
空隙に浸透して、その部分だけ異なった外観となるという問題を有していた。
【００１２】
　特許文献４には、シリコーン樹脂またはシリカ質ゾルと、ＴｉＯ２で表面を被覆した無
機顔料とからなるパール調の装飾層が透明結晶化ガラス板に絵付け焼成したトッププレー
トが記載されている。この装飾層では、シリコーン樹脂またはシリカ質ゾルの有機基が焼
成中に脱離し、無機顔料表面のＴｉと、シリコーン樹脂またはシリカ質ゾル中のＳｉとが
、Ｏ原子を介してＴｉ－Ｏ－Ｓｉ結合が形成される。この結合の周囲は網目構造が粗であ
るため、装飾層と透明結晶化ガラス板との界面における熱収縮差を緩和して装飾層にクラ
ックや剥離が起こりにくいことが記載されている。
【特許文献１】特公平３－９０５６号公報
【特許文献２】特公平７－１７４０９号公報
【特許文献３】特開平１０－２７３３４２号公報
【特許文献４】特開２００１－２１３６４２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　ところで、特許文献４に記載の調理器用トッププレートは、無機顔料の表面をＴｉＯ２

で被覆するため手間やコストがかかり、また、無機顔料によってはＴｉＯ２で被覆しても
装飾層におけるクラックや剥離の発生を防止する効果が見られない場合があるとともに、
パール調以外の色調の装飾層を得られなかった。
【００１４】
　また、クラックや剥離が発生しなくても、装飾層の表面に接着剤を用いて温度センサー
を取り付けた場合、装飾層が接着剤の浸透を十分に防止しきれず、接着痕として周囲とは
異質に見えるという問題を有していた。
【００１５】
　本発明は、装飾層が所望の色であり、クラックや剥離が発生しないとともに、接着剤が
浸透せず、外観の優れた調理器用トッププレートを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明者等は、鋭意検討を行なった結果、装飾層に用いるシリコーン樹脂が適度な三次
元網目構造を形成すると、温度センサーを接着剤で設置しても接着剤が装飾膜に浸透しな
いとともに、クラックや剥離が発生しないため、外観が損なわれないことを見いだし、本
発明として提案するものである。
【００１７】
　本発明の調理器用トッププレートは、電磁加熱装置を備えた調理器のトッププレートと
して用いられる調理器用トッププレートであって、透明結晶化ガラス板の電磁加熱装置と
対向する面に装飾層が形成され、該装飾層が、有機基とＳｉとのモル比（有機基／Ｓｉ）
が０．１～１．５であるシリコーン樹脂１００質量部に対して、１０～１００質量部の無
機顔料が混合されてなることを特徴とする。
 
【発明の効果】
【００１８】
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　本発明の調理器用トッププレートは、電磁加熱装置を備えた調理器のトッププレートと
して用いられる調理器用トッププレートであって、透明結晶化ガラス板の電磁加熱装置と
対向する面に装飾層が形成され、該装飾層が、有機基とＳｉとのモル比（有機基／Ｓｉ）
が０．１～１．５であるシリコーン樹脂１００質量部に対して、１０～１００質量部の無
機顔料が混合されてなるため、装飾層にクラックや剥離が発生しないとともに、接着剤が
浸透しせず、外観が優れる。また、本発明において、使用できる無機顔料に制限がないた
め、所望の色の調理器用トッププレートを得ることができる。
 
【００１９】
　シリコーン樹脂に含まれる有機基とＳｉとのモル比（有機基／Ｓｉ）が１．５より大き
いと、シリコーン樹脂中に三次元網目構造が形成されにくいため、温度センサーを設置す
るための接着剤が装飾層に浸透しやすく、接着部付近だけ異なった外観となる。また、０
．１よりも小さいと、シリコーン樹脂の重合度が高くなり、非常に緻密な三次元網目構造
が形成されるため、装飾層が硬くなるとともに大きく収縮し、透明結晶化ガラス板と装飾
層との間に生じる応力によってクラックや剥離の発生を抑制できない。有機基とＳｉとの
モル比（有機基／Ｓｉ）の好ましい範囲は、０．３～１．３であり、さらに好ましくは０
．５～１．２である。
【００２０】
　無機顔料がシリコーン樹脂１００質量部に対して１０質量部より少なく混合すると、加
熱装置を隠すための可視光隠蔽能が不十分であり、また、装飾層のクラックや剥離が発生
しやすく、外観が損なわれる。さらに、そのクラック等の空隙に接着剤が浸透することで
その部分だけ光沢を有して、周囲とは異質に見えるため、外観が損なわれる。
【００２１】
　すなわち、無機顔料の添加量が少ないと、シリコーン樹脂は、無機顔料によって阻害さ
れることなく重合反応が進行し、非常に緻密な三次元網目構造が形成されるため、装飾層
は硬くなるとともに大きく収縮し、透明結晶化ガラス板との界面に生じた応力によって剥
離が発生したり、無機顔料との界面に生じた応力によって無機顔料の近傍からクラックが
発生したりする。
【００２２】
　無機顔料がシリコーン樹脂１００質量部に対して１００質量部より多く混合すると、シ
リコーン樹脂が、無機顔料によって重合反応が阻害されて充分な三次元網目構造を形成で
きないため、温度センサーの接着剤が装飾層に浸透し、装飾層のその部分だけ異なった外
観となるとともに、シリコーン樹脂の重合度が高くならず装飾層が弾力性の乏しい被膜と
なるため、クラックが発生しやすく、意匠性が低下する。
【００２３】
　好ましい無機顔料の混合量は、シリコーン樹脂１００質量部に対して２０～８０質量部
であり、さらに好ましくは３０～７０質量部である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　本発明の調理器用トッププレートは、シリコーン樹脂の主成分が三官能性シリコーンで
あると、Ｓｉ－Ｏ－Ｓｉ結合からなる三次元網目構造が形成されるため、耐熱性が高くな
るとともに、三次元網目構造が形成されて装飾層が緻密になるため、接着剤の浸透が抑制
され、意匠性の低下を防止でき好ましい。シリコーン樹脂に三官能性シリコーンの他に重
合度を調節する目的で二官能性シリコーンや四官能性シリコーンが用いられていてもよい
。なお「三官能性シリコーン」とは、Ｓｉ原子が有する四本の結合手のうち、三本が架橋
酸素と結合し、残りの一本がフェニル基、メチル基などの有機基と結合したシリコーンを
指す。
【００２５】
　本発明の調理器用トッププレートは、シリコーン樹脂中の有機基であるメチル基とフェ
ニル基とのモル比（メチル基／フェニル基）が０．２～５であることが好ましい。さらに
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好ましくは、０．５～４である。メチル基とフェニル基とのモル比（メチル基／フェニル
基）が０．２よりも小さいと、Ｓｉ原子に結合したフェニル基の割合が多くなる。フェニ
ル基は分子量が大きいため、装飾層中にフェニル基が多く存在すると、装飾層の構造が粗
になり、温度センサーの接着剤が装飾層に浸透しやすくなり好ましくない。一方、５より
も大きいと、装飾層の耐熱性が低下しやすい。
【００２６】
　本発明の調理器用トッププレートは、装飾層の膜厚が、０．１～１０μｍであると好ま
しい。さらに好ましくは、１～５μｍである。厚みが０．１μｍより薄いと、加熱装置を
隠すための可視光隠蔽能が不十分となるため外観上好ましくない。また、１０μｍより厚
いと、装飾層の乾燥や焼成を行なう際に、表面から離れた内部に存在する有機溶剤ほど揮
発が遅れるため、装飾層表面にピンホールやクラックが発生しやすくなり、外観が損なわ
れやすい。
【００２７】
　また、本発明の調理器用トッププレートは、シリコーン樹脂の他に耐熱性の高い樹脂で
あるポリイミド系樹脂、（芳香族）ポリアミド系樹脂、フッ素系樹脂などをシリコーン樹
脂と混合して装飾層を形成することもできる。
【００２８】
　無機顔料としては、例えば、ＴｉＯ２、ＺｒＯ２、ＺｒＳｉＯ４等の白色顔料、Ｃｏ－
Ａｌ－Ｚｎ系、Ｃｏ－Ａｌ－Ｓｉ系、Ｃｏ－Ａｌ－Ｔｉ系等の青色顔料、Ｃｏ－Ａｌ－Ｃ
ｒ系、Ｃｏ－Ｎｉ－Ｔｉ－Ｚｎ系等の緑色顔料、Ｔｉ－Ｓｂ－Ｃｒ系、Ｔｉ－Ｎｉ系の黄
色顔料、Ｃｏ－Ｓｉ系等の赤色顔料、Ｔｉ－Ｆｅ－Ｚｎ系、Ｆｅ－Ｚｎ系、Ｆｅ－Ｎｉ－
Ｃｒ系、Ｚｎ－Ｆｅ－Ｃｒ－Ａｌ系等の茶色顔料、Ｃｕ－Ｃｒ系、Ｃｕ－Ｃｒ－Ｆｅ系、
Ｃｕ－Ｃｒ－Ｍｎ系等の黒色顔料を単独または混合して用いることができるが、特に、Ｔ
ｉＯ２、ＺｒＯ２、ＺｒＳｉＯ４はガラス原料でもあるため、トッププレートから装飾層
を除去することなく再溶融してもガラスに着色せず、リサイクルが可能であり好ましい
　本発明の調理器用トッププレートは、無機顔料が粒状である場合、平均粒径が０．１～
５０μｍであると好ましい。さらに好ましくは、０．１～１０μｍである。粒径が０．１
μｍより小さいと、無機顔料粒子が再凝集を起こしやすく、樹脂中に均一に分散性しにく
いとともに、作業中に粉塵として飛散しやすくなるため、環境または安全性の面から好ま
しくない。一方、平均粒径が５０μｍより大きいと、装飾層の表面凹凸が大きくなり、ト
ッププレートの組立作業時に汚れ等が付着しやすく好ましくない。
【００２９】
　また、本発明の調理器用トッププレートは、無機顔料が鱗片状である場合、平均直径が
５～１００μｍ、平均厚さが０．１～５μｍであると好ましい。
【００３０】
　鱗片状粒子の場合、平均直径が１００μｍより大きいと、装飾層の表面凹凸が大きくな
り、トッププレートの組立作業時に汚れ等が付着しやすいため好ましくない。一方、平均
直径が５μｍより小さいと、無機顔料粒子が再凝集を起こしやすく、樹脂中に均一に分散
性しにくいとともに、作業中に粉塵として飛散しやすくなるため、環境または安全性の面
から好ましくない。
【００３１】
　また、平均厚さが０．１μｍよりも薄いと、加熱装置を隠すための可視光隠蔽能が不十
分となりやすい。一方、平均厚さが５μｍよりも厚いと、装飾層の表面凹凸が大きくなり
、トッププレートの組立作業時に汚れ等が付着しやすいため好ましくない。
【００３２】
　装飾層の表面粗さがＲａで１．０μｍ以下であると好ましい。表面粗さがＲａで１．０
μｍよりも大きいと、トッププレートを搬送したり調理器を組み立てたりする際に、装飾
層表面に汚れが付着しやすく、またその汚れを除去しにくいため、装飾層に付着した汚れ
が透けて見え、外観が損なわれやすい。
【００３３】



(6) JP 4482718 B2 2010.6.16

10

20

30

40

50

　装飾層の表面が粗くなる原因は、無機顔料の形状や含有量によるものと、装飾層に発生
したクラックによるものがある。
【００３４】
　本発明の調理器用トッププレートは、装飾層が、電磁加熱装置と対向する面に形成され
てなることから、装飾層は透明結晶化ガラス板によって覆われて外部に曝されないため、
装飾層に傷や汚れが付着したり、装飾層が剥離したりしにくく長期間にわたって外観を維
持できる。
【００３５】
　なお、装飾層は、透明結晶化ガラス板の全面に形成してもよいが、必要に応じて未形成
部分を設けても良い。例えば加熱部分周辺に引火電圧等の表示領域を配設するためにその
領域を未形成部分とすることができる。
【００３６】
　また、電磁加熱装置だけでなく、赤外線加熱装置も備えた調理器のトッププレートに用
いられる場合、赤外線加熱部にラスター層（金属光沢膜）や無機顔料粉末とガラス粉末か
らなるガラス層を形成してもよい。つまり、赤外線加熱部では、装飾層が５００℃以上に
加熱されることがあり、シリコーン樹脂は熱分解されるとともに、シリコーン樹脂は赤外
線透過率が低いため、耐熱性と、赤外線透過率の高いラスター層やガラス層を形成しても
よい。
【００３７】
　ラスター層を使用する場合、Ａｕ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ｒｈ、Ｒｕ、Ｂｉ、Ｓｎ、Ｎｉ、Ｆｅ
、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｃａ、Ｓｉ、Ｍｇなどの金属元素、及びそれらの複合体を含むものが使用
可能である。特にＡｕ、Ｐｄ、Ｂｉ、Ｓｎ、Ｆｅ、Ｔｉ等を含むものが好適に使用できる
。ラスター膜の厚みは平均０．１～１０μｍ、特に０．１～５μｍであることが好ましい
。
【００３８】
　調理器の外表面となる面にも、意匠性向上やヒーター位置の表示等のために、必要に応
じて装飾層を印刷形成することができる。なお、シリコーン樹脂層よりも強固な装飾層が
必要であれば、例えば、無機顔料粉末とガラス粉末からなるガラス層を形成してもよい。
【００３９】
　本発明の調理器用トッププレートは、透明結晶化ガラス板が、無色の透明低膨張結晶化
ガラスであることが好ましいが、有色の透明結晶化ガラスであっても差し支えない。特に
、透明結晶化ガラス板が、３０～７５０℃における平均線熱膨張係数が－１０～＋３０×
１０－７／℃、好ましくは－１０～＋２０×１０－７／℃であると、加熱や冷却が繰り返
されても、熱衝撃によって破損しにくい。この条件を満たす透明結晶化ガラスとして、例
えば、日本電気硝子製のＮ－０がある。
【００４０】
　本発明の調理器用トッププレートは、以下のようにして作製される。
【００４１】
　まず、所定のサイズに成形、加工された透明結晶化ガラス板と、シリコーン樹脂と無機
顔料との混合物に有機溶剤や樹脂を添加して均一に分散させたペーストを用意する。有機
溶剤としては、炭素数が８～２０の高級アルコール、テルピネオール、酢酸イソアミル等
が使用可能であり、樹脂としては、エチルセルロースやメチルセルロースが使用可能であ
る。
【００４２】
　次いで、透明結晶化ガラス板の表面にペーストをスクリーン印刷等の方法で印刷し、乾
燥後、焼成して透明結晶化ガラス板上に装飾層を形成することにより、本発明の調理器用
トッププレートを得ることができる。
【００４３】
　なお、装飾層の乾燥方法としては、例えば、熱風乾燥機を使用し、５０～１５０℃で１
０分～１時間程度乾燥する方法がある。乾燥が不十分であると、装飾層中に残留した有機
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明結晶化ガラス板の表面にペーストを印刷した後、放置して乾燥すれば、有機溶剤が揮発
して適当な流動性が得られるため、装飾層の表面を平滑にする作用も有する。
【００４４】
　焼成は、電気炉等で行われる。焼成温度は２００～３５０℃、好ましくは２５０～３０
０℃であり、焼成時間は１０分～１時間、好ましくは３０分～１時間である。焼成工程に
おいて、焼成温度を３５０℃以上とすると、Ｓｉ原子とフェニル基やメチル基からなる有
機基のＣ原子との結合の切断（熱分解）が起こり、有機基が抜けた部分が空隙になり、ま
た熱によってシリコーン樹脂の網目構造が破壊され、孔やクラックが発生しやすくなる。
２００℃よりも低いと、樹脂が重合し難く、緻密な網目構造が形成され難いため、温度セ
ンサーを取り付ける接着剤が装飾層に浸透しやすい。
【００４５】
　また、装飾層の膜厚を厚くする際には、１回の耐熱塗料の塗布によって形成しても良い
が、複数回の塗布により形成したほうが好ましい。複数回の塗布を行なう場合は、塗布ご
とに乾燥、焼成を行った方が、残存している揮発成分によるピンホール状の塗膜欠陥やク
ラックを生じにくいため好ましい。
【実施例】
【００４６】
　以下、実施例に基づいて本発明を詳細に説明する。
【００４７】
　表１および２に実施例１～１０を示し、表３および４に比較例１～７を示す。
【００４８】
【表１】

【００４９】
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【００５０】

【表３】

【００５１】
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【表４】

【００５２】
　実施例または比較例の調理器用トッププレートは、以下のようにして作製した。
【００５３】
　まず、シリコーン樹脂と無機顔料である市販のＣｕ－Ｃｒ－Ｍｎ系黒色顔料（ＦＥＲＲ
Ｏ製　４２－３０３Ａ）とを表１に記載の割合で混合した混合物に有機溶剤を添加してペ
ーストを作製した。なお、シリコーン樹脂としては、主成分が三官能性シリコーンである
シリコーン樹脂（信越化学工業製　ＫＲ－３００系）を使用した。
【００５４】
　このペーストを透明結晶化ガラス板（日本電気硝子製　Ｎ－０）の表面にスクリーン印
刷法により塗布して装飾層を形成した。
【００５５】
　続いて、装飾層を１５０℃で２０分間乾燥させた後、２８０℃で３０分間焼成し、実施
例１～５の調理器用トッププレートを作製した。
【００５６】
　また、シリコーン樹脂と無機顔料である市販の雲母顔料（メルク製　Ｉｒｉｏｄｉｎ１
００）とを表２に記載の割合で混合した混合物に有機溶剤を添加してペーストを作製した
以外は実施例１～５と同様にして実施例６～１０の調理器用トッププレートを作製した。
【００５７】
　また、シリコーン樹脂と無機顔料である市販のＣｕ－Ｃｒ－Ｍｎ系黒色顔料（ＦＥＲＲ
Ｏ製　４２－３０３Ａ）とを表３または４に記載の割合で混合した混合物に有機溶剤を添
加してペーストを作製した以外は実施例１～５と同様にして比較例１～７の調理器用トッ
ププレートを作製した。なお、シリコーン樹脂としては、主成分が三官能性シリコーンで
あるシリコーン樹脂（信越化学工業製　ＫＲ－３００系）、または、主成分が二官能性シ
リコーンであるシリコーン樹脂（信越化学工業製　ＫＲ－２７１系）を使用した。
【００５８】
　装飾層の膜厚および表面粗さＲａは、触針式表面粗さ計（ＪＵＫＩ製　ＪＰ７２００Ｆ
）を用いて測定した。
【００５９】
　クラック、剥離は、倍率を２００倍として光学顕微鏡を用いて装飾層を観察し、剥離が
認められた場合を「×」、剥離はないが、クラックが認められた場合を「△」、剥離およ
びクラックともに認められなかった場合を「○」と判定した。
【００６０】
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　接着剤による装飾層の変色は、グリス痕によって評価した。グリス痕は、温度センサー
を取り付けるための接着剤である耐熱グリス（シリコーン樹脂）を装飾層に塗布し、室温
で２４時間放置後、透明結晶化ガラス板側から目視にて観察し、接着剤が浸透し装飾層の
変色が明確に認められた場合を「×」、明確では無いが変色が認められた場合を「△」、
接着痕が全く認められなかった場合を「○」と判定した。
【００６１】
　清掃性は、装飾層表面にＣｅＯ２粉（平均粒径：０．５～１μｍ）を付着させ、付着部
を水で濡らしたキムワイプ（登録商標）にて２０回往復させて拭き取り、完全に拭取れた
場合を「○」、拭取れなかった場合を「×」と判定した。
【００６２】
　表１、２から明らかなように、実施例１～１０は、装飾層にクラックや剥離が発生せず
、グリス痕も認められなかった。また、清掃性も優れていた。
【００６３】
　一方、表３、４から明らかなように、比較例１および４は、無機顔料の含有量が少ない
ため、装飾層の剥離が認められたとともに、接着剤が浸透し装飾層の変色が明確に認めら
れた。また、比較例２、３および６は、無機顔料の含有量が多すぎるため、クラックの発
生と、接着剤が浸透し装飾層の変色が明確に認められた。また、比較例５および７は、有
機基とＳｉのモル比（有機基／Ｓｉ）が１．８と大きいため、接着剤が浸透し装飾層の変
色が明確に認められた。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
　以上のように、本発明の調理器用トッププレートは、所望の色に装飾できるとともに、
温度センサーの接着剤による変色が認められず、また、装飾層にクラックや剥離が発生せ
ず、良好な外観を有しているため、電磁加熱装置を備えた調理器のトッププレートとして
好適である。
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